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●「働く介護家族応援！」 
 企業内研修開催支援事業 

１歳２月、 

１歳６月まで
延長制度あり 

１歳２月、 

１歳６月まで
延長制度あり 

出産育児一時金 

イクボス・ファミボス普及推進委員会 
（H29.7作成） 

労働力不足や人材不足等が大きな課題となっている中で、従業員の皆さんが子育てや介護を理由
に離職してしまうとすれば、企業にとって大きな損失です。 

子育て王国とっとりで大きく広がりを見せる「イクボス」の取組を深化させ、子育てのみならず介護と
仕事を両立できる職場づくりを担うリーダー「ファミボス」として、人を育み企業の活力アップに取り組
んでみませんか？ 

イクボス・ファミボス ～実践手引書～ 

●介護休業 
 給付金 

●育児休業給付金 

●両立支援等助成金 ●両立支援等助成金 

●離職者正規雇用奨励金 

●育児休業復帰 
   支援助成金 

●男性の育児・介護休業等取得促進奨励金 ●男性の育児・介護休業等取得促進奨励金 



＜就業制限・休業制度＞ 

育  児 介  護 

１ 産前休業 
  〔対象：出産予定日まで６週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内の女性〕 
     請求があった場合、事業主は就業させてはなりません。 
２ 産後休業 
  〔対象：出産の翌日から８週間を経過しない女性〕 
    請求いかんに関わらず、事業主は就業させてはなりません。    
     （※６週間経過後は、本人の請求があり医師が支障ない 
       と認めた業務に限り可能。） 

３ 育児休業 
 〔対象：１歳に満たない子どもを養育する男性・女性〕 
  事業主は労働者の申出により、子どもが１歳に達するまでの労働 
  者が希望する期間、取得させなければなりません。 
  ●パパ・ママ育休プラス 
   父母ともに育児休業を取得する場合は、子どもが１歳２か月に達 
   するまでの間、それぞれ１年間（出生日、産後休業期間含む）ま 
   で取得できます。 
  ●育児休業の延長 
         父母いずれかが育児休業中で子が１歳以降保育所に入所できな 
   い場合や、配偶者の死亡・負傷・疾病等の事情で、子の養育が困 
   難となった場合は、子が１年６か月に達するまで延長することが 
   可能です。 

４ 介護休業 
 〔対象：要介護状態にある家族を介護する者〕 
  事業主は労働者の申出により、要介護状態に 
  ある対象家族１人につき、通算して９３日の範 
  囲（３回まで分割可）で取得させなければなりま 
  せん。 

５ 育児時間 
 〔対象：１歳未満の子を養育する女性〕 
   請求があった場合、事業主は１日２回、30分以上の育児時間を 
   与えなければなりません。 

６ 育児短時間勤務 
 〔対象：３歳未満の子を養育する男性・女性〕 
   事業主は、１日の所定労働時間を原則６時間とする短時間勤務 
   制度を設ける義務があります。 
   ※短時間勤務制度を利用することが困難な業務に従事する労働 
      者については、次のいずれかの措置を講じる必要があります。 
    ・育児休業に関する制度に準じる措置 
    ・フレックスタイム制度 
    ・始業・終業時刻の繰り上げ、繰り下げ 
    ・事業所内保育施設の設置・運営等 

７ 所定労働時間の短縮等の措置 
 〔対象：要介護状態にある家族を介護する者〕 
  事業主は、利用開始から３年以上の間で次のい 
 ずれかを２回以上利用できる措置を講じる義務 
 があります。 
   ・所定労働時間を短縮する制度 
   ・フレックスタイム制度 
   ・始業・終業時刻の繰り上げ、繰り下げ 
   ・介護サービス費用の助成等制度 

８ 所定外労働の制限   
  〔対象：３歳未満の子を養育する男性・女性〕 
  申出があった場合、事業主は所定労働時間を超えて労働させては 
  なりません。 

９ 所定外労働の制限   
 〔対象：要介護状態にある家族を介護する者〕 
  申出があった場合、事業主は所定労働時間を 
  超えて労働させてはなりません。 

10 子の看護休暇 
  〔対象：小学校就学前の子を養育する男性・女性〕 
  申出があった場合、事業主は１年に５日（対象となる子どもが２名以上の 

    場合は１０日）、子どもの看護、予防接種・健康診断のための休暇を 
  取得させなくてはいけません。 
   （休暇は１日単位・半日単位で取得可） 

11 介護休暇 
 〔対象：要介護状態にある家族を介護する者〕 
  申出があった場合、事業主は１年に５日（対象家 

    族が２名以上の場合は１０日）、介護等を行うための 
  休暇を取得させなくてはいけません。 
   （休暇は１日単位・半日単位で取得可） 

12 時間外労働・深夜業の制限 
  〔対象：小学校就学前の子を養育する男性・女性〕 
  申出があった場合、事業主は１か月２４時間、１年１５０時間を超え 
  る時間外労働や深夜労働（午後１０時～午前５時）をさせてはなり 
  ません。 

13 時間外労働・深夜業の制限 
 〔対象：要介護状態にある家族を介護する者〕 
  申出があった場合、事業主は１か月２４時間、１ 
  年１５０時間を超える時間外労働や深夜労働 
  （午後１０時～午前５時）をさせてはなりません。 

以下の表では、育児介護休業法の定める基準を記載していますが、 
各事業所ごとにこれを上回る基準を設けることも可能です。 

従業員の育児や介護などに応じて利用することができる制度 



＜経済的支援制度（企業）＞ 

＜経済的支援制度（個人）＞ 

育  児 介  護 

１ 出産育児一時金 ･･･子ども一人を出産した場合４２万円支給 
２ 出産手当金    ･･･産前産後休業を取得した場合に支給 
  （支給額は直近１年間の平均標準報酬日額の６７％、給与がある場合は 
   差額支給） 
３ 育児休業給付金 ･･･育児休業を取得した場合に支給 
  （支給額は休業開始時賃金日額の６７％、１８１日以降は５０％ 
   給与がある場合は減額支給） 
 
 
 
 

４ 介護休業給付金 
  介護休業を取得した場合に支給 
  （支給額は休業開始時賃金日額の  
   ６７％、給与がある場合は減額支 
   給） 
 
 

給付率６７％ 給付率６７％ 給付率５０％ 給付率６７％ 

８週間 １８０日 ６週間 

出産 育児休業開始 

子ども１歳 

給付率６７％ 

９３日 

介護休業開始 介護休業終了 

育  児 介  護 

１ 両立支援等助成金 
 ①出生時両立支援コース：男性が育児休業を取得しやす 
  い職場風土づくりの取組を行い、男性に一定期間の連続 
  した育児休業を取得させた事業主に支給します。 
 
 
  
   
 
 ③育児休業等支援コース（育休取得時・職場復帰時）：   
  「育休復帰プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育 
  児休業を取得、職場復帰させた中小企業事業主に支給し 
  ます。 
 
 
 
 
 ④育児休業等支援コース（代替要員確保時）：育児休業取 
  得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰さ 
  せた中小企業事業主に支給します。 
 
 
 
 
 ⑤再雇用者評価処遇コース：妊娠、出産、育児を理由とし 
  て退職した者が、就業が可能となったときに復職でき、適 
  切に評価され、配置・処遇される再雇用制度を導入し、希 
  望する者を採用した事業主に支給します。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

１ 両立支援等助成金 
 ②介護離職防止支援コース：仕事と介護の両立に関する 
  職場環境整備の取組を行い、介護休業の取得・職場復 
  帰または働きながら介護を行うための勤務制限制度の 
  利用を円滑にするための取組を行った事業主に支給しま 
  す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑤再雇用者評価処遇コース：介護を理由として退職した者 
  が、就業が可能となったときに復職でき、適切に評価され、 
  配置・処遇される再雇用制度を導入し、希望する者を採 
  用した事業主に支給します。 
 
 
 

２ 雇用均等指導員 
  育児・介護休業規程整備や、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定や認定に関する相談やセクシュア 
  ルハラスメント、マタニティハラスメント等の防止対策の取組の相談を無料で行っています。 

中小企業 中小企業以外 

取組・育休１人目 ５７万円 ２８．５万円 

育休２人目以降 １４．２５万円 

中小企業 中小企業以外 

介護休業の利用 ５７万円 ３８万円 

介護制度の利用 ２８．５万円 １９万円 

育休取得時 ２８．５万円 

職場復帰時 ２８．５万円 

支給対象労働者１人当たり ４７．５万円 

支給対象労働者が有期契約労働者の場合 ９．５万円加算 

中小企業 中小企業以外 

再雇用１人目 ３８万円 ２８．５万円 

再雇用２～５人目 ２８．５万円 １９万円 

中小企業 中小企業以外 

再雇用１人目 ３８万円 ２８．５万円 

再雇用２～５人目 ２８．５万円 １９万円 

※両立支援等助成金については、生産性要件を満たす場合は支給額が加算されます。 



＜経済的支援制度（企業）＞ 

育  児 介  護 

３ 男性の育児・介護休業等取得促進奨励金 
  男性従業員に育児休業、育児参加休暇、育児のための 
  短時間勤務を取得させた従業員数１００人以下の事業主 
  に奨励金１０万円を支給します。 
  〔奨励金支給の要件〕 
  ・育児休業：連続する５日以上の育児休業を取得させ、 
    職場復帰させたこと。 
  ・育児参加休暇：配偶者の産前産後休業期間に２日以上 
    の特別休暇（有給）を取得させたこと。 
  ・短時間勤務：子の養育のため、６月以上の短時間勤務 
   を取得させたこと。 

４ 離職者正規雇用奨励金 
  結婚・出産・育児等の理由により離職した女性を、正社員 
  として新たに雇用した事業主に奨励金を支給します。 
  （支給額３０万円） 

５ 育児休業復帰支援助成金 
  企業が育児休業をしている女性の代替要員として雇用し 
  た者を、女性が育児休業から復帰した後も引き続き雇用 
  する場合の経費の一部を助成します。 
  （月額上限１０万円、最長３月） 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

３ 男性の育児・介護休業等取得促進奨励金 
  男性従業員に介護休業、介護休暇、介護のための短時 
  間勤務を取得させた従業員数１００人以下の事業主に奨 
  励金１０万円を支給します。 
  〔奨励金支給の要件〕 
  ・介護休業：連続する５日以上の介護休業を取得させ、 
   職場復帰させたこと。 
  ・介護休暇：家族の介護等のため、２日以上の休暇（有 
   給）を取得させたこと。 
  ・短時間勤務：家族の介護等のため、６月以上の短時間 
   勤務を取得させたこと。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 就業規則整備支援コンサルタント派遣 
  育児・介護休業等に関する就業規則整備や職場環境づくりについて就業規則整備支援コンサルタント（社会保険労務 
  士）を無料で派遣しアドバイスを実施します。 

７ 「働く介護家族応援！」企業内研修開催支援事業 
  県の委託を受けた養成施設等の職員が企業等を訪問 
  し、介護サービスや介護制度、介護離職の防止などの 
  情報を提供します。また、企業等の希望に応じて、 
  介護と仕事の両立に役立つ介護サービスや制度等に 
  関する研修会を無料で開催します。 

問合わせ先 

就業制限・休業制度 
経済的支援制度（企業）１～２ 

鳥取労働局雇用環境・均等室 
 鳥取市富安２－８９－９   （０８５７－２９－１７０１） 

経済的支援制度（個人）３～４ 最寄りのハローワークまでお問い合わせください。 

経済的支援制度（個人）１～２ 全国健康保険協会鳥取支部 
 鳥取市扇町５８        （０８５７－２５－００５０） 

経済的支援制度（企業）３ 鳥取県福祉保健部子育て王国推進局子育て応援課 
 鳥取市東町１－２２０     （０８５７－２６－７１４８） 

経済的支援制度（企業）４～６ 鳥取県元気づくり総本部元気づくり推進局女性活躍推進課 
 鳥取市東町１－２２０    （０８５７－２６－７７９２） 

経済的支援制度（企業）７ 鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課 
 鳥取市東町１－２２０     （０８５７－２６－７１７６） 

   

官民連携で女性活躍に総合的に取り組む推進主体「女星活躍とっとり会議」は、平成２９年６月に「イクボス・ファ
ミボス普及推進委員会」を発足し、県内企業のイクボス・ファミボスの取組を推進しています。 
 
 
 

思いやりで人を育み、企業の活力アップ！！ 


